
一
見
す
れ
ば
定
価
の
一
割
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
す
べ
て
が
切
り
上
げ
で
算
定
さ
れ
て
お
り
、
定
価
六
銭
の
薬
品
で
も
定
価
一

寸

○
銭
の
も
の
と
同
額
の
一
銭
の
印
紙
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
実
質
的
な
負
担
は
一
割
を
か
な
り
う
わ
回
る
こ
と
と
な
る
の

苛
酷
な
売
一
八
八
二
年
（
明
治
一
吾
に
業
界
の
反
対
や
歎
願
を
押
し
切
っ
て
施
行
さ
れ
た
一
‐
売
薬
印
紙
税
規
則
」
は
、
一
八

薬
印
紙
税
七
七
年
（
明
治
一
○
）
制
定
の
「
売
薬
規
則
」
に
よ
る
売
薬
営
業
税
（
一
方
に
つ
き
二
円
、
右
鑑
札
料
一
方
に
つ
き
二
○
銭
）
、

請
売
鑑
札
料
お
よ
び
行
商
鑑
札
料
（
一
枚
に
つ
き
各
二
○
銭
）
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
売
薬
業
界
の
負
担
を
急
増
さ
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
「
禁
止
的
」
と
も
い
え
る
重
税
で
あ
り
、
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
の
廃
税
ま
で
、
反
対
運
動
が
く
り
返
え
し
お
こ
な
わ
れ

と
っ
た
。
そ
の
額
は
つ
ぎ
の
と
お
り

た
。

で
あ
る
。

そ
の
課
税
方
法
は
、
売
薬
営
業
者
（
製
造
者
）
が
売
薬
印
紙
を
哨
入
し
、
薬
品
の
容
器
ま
た
は
包
紙
に
貼
付
・
消
印
す
る
と
い
う
形
を

定
価
一
銭
ま
で

同
二
銭
ま
で

同
三
銭
ま
で

十
銭
を
こ
え
る
場
合
は
五
銭
ま
で
毎
に
五
厘
を
増
す

２
売
薬
課
税
の
推
移

印
税
五
厘

同
二
厘

同
三
厘

で
あ
る
。

同
一
五
銭
ま
で

同
十
銭
ま
で

同
五
厘

同
一
銭
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さ
き
に
み
た
「
歎
願
書
」
に
よ
れ
ば
、
極
端
な
場
合
は
、
定
価
六
銭
の
薬
を
一
○
服
配
置
し
、
そ
の
う
ち
三
服
が
使
用
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
回
収
代
金
は
一
八
銭
、
し
か
も
「
五
掛
ノ
払
」
（
半
値
で
販
売
）
す
れ
ば
総
額
で
九
銭
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
印
紙

代
は
一
○
服
分
、
一
○
銭
で
あ
る
か
ら
、
代
金
を
一
銭
う
わ
回
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

不
使
用
の
ま
ま
回
収
さ
れ
た
薬
品
が
す
べ
て
廃
棄
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
「
禁
止
」
に
近
い
重
税
と
業
界
が
受
け
取
っ
た
の

さ
ら
に
こ
の
規
則
に
は
き
び
し
い
罰
則
規
定
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

無
印
紙
売
薬
発
売
の
営
業
者
は
二
円
以
上
二
○
○
円
以
下
、
同
じ
く
請
け
売
り
者
と
行
商
者
は
二
円
以
上
一
○
○
円
以
下
の
罰
金
、
印

紙
税
不
足
の
場
合
に
は
、
営
業
者
二
円
以
上
一
○
○
円
以
下
、
請
け
売
り
者
と
行
商
者
は
二
円
以
上
五
○
円
以
下
の
罰
金
、
官
の
許
可
し

た
売
り
捌
き
所
以
外
で
印
紙
を
購
入
し
た
も
の
は
、
二
円
以
上
二
○
円
以
下
、
「
情
ヲ
知
り
一
Ｚ
こ
の
印
紙
を
購
入
し
た
も
の
は
、
二
円

さ
ら
に
配
置
薬
に
つ
き
も
の
の
未
使
用
分
の
回
収
・
廃
棄
を
考
慮
せ
ず
、
全
く
代
金
収
入
の
な
い
返
却
分
の
印
紙
は
業
者
の
負
担
で
廃

棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
業
界
で
一
般
化
し
て
い
た
と
さ
れ
る
値
引
き
も
全
く
考
慮
の
外
に
置
か
れ
た
こ
と
は
い
う
ま

以
上
一
○
円
以
下
の
罰
金
と
い
う
き
び
し
さ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
課
税
の
理
由
を
、
政
府
は
売
薬
方
数
へ
の
課
税
は
、
各
方
の
販
売
高
に
い
ち
じ
る
し
い
差
が
あ
る
の
に
同
額
の
課
税
を
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
「
大
二
権
衡
ヲ
失
ス
ル
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
業
者
の
批
判
に
応
え
た
か
の
よ
う
に
の
べ
、
し
た
が
っ
て
「
営
業
者

ノ
販
売
高
二
対
シ
公
平
二
賦
課
」
し
、
あ
わ
せ
て
脱
税
を
防
ぐ
た
め
と
し
て
い
る
（
舗
噸
蝿
裟
鏡
嬢
麺
）
。

し
か
し
そ
の
真
の
理
由
は
の
ち
に
承
る
よ
う
な
当
時
の
深
刻
な
財
政
事
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
当
然
で
あ
っ
た

で
も
な
い
。
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ス
ト
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
交
換
比
率
は
妥
当
だ
と
政
府
は
説
明
し
た
。

し
か
し
こ
の
制
度
を
も
っ
と
も
有
効
に
使
っ
た
場
合
で
も
、
さ
き
の
事
例
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
使
用
三
服
分
の
印
紙
税
は
実
質
四
・
○

五
銭
と
回
収
入
金
の
四
五
％
（
定
価
通
り
販
売
し
た
と
し
て
も
二
三
形
）
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

課
税
の
背
景
と
殖
産
興
業
政
策
の
た
め
の
膨
大
な
財
政
支
出
に
西
南
戦
争
炉
郷
士
叱
年
）
の
戦
費
負
担
が
加
わ
っ
て
不
換
紙
幣
の
増
発

業
界
の
反
論
は
い
ち
じ
る
し
く
、
物
価
は
騰
貴
し
、
そ
れ
が
輸
入
超
過
、
正
貨
流
出
を
呼
び
、
当
然
洋
銀
相
場
は
高
騰
（
紙
幣
は

減
価
）
し
、
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
の
日
本
経
済
は
ま
さ
に
破
局
寸
前
の
状
態
に
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
松
方
デ
フ
レ
政
策
は
、
不
換
紙
幣
を
整
理
し
、
正
貨
準
備
を
充
実
し
て
党
換
制
度
を
確
立
し
、
近
代
的
通
貨
・
金
融
体
制
を

整
備
す
る
一
方
で
、
近
代
産
業
を
手
厚
く
保
護
育
成
す
る
と
と
も
に
外
向
き
の
軍
備
を
拡
充
す
る
と
い
う
任
務
を
も
っ
て
登
場
す
る
。

そ
の
財
政
面
の
特
徴
は
超
均
衡
財
政
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
行
政
費
の
緊
縮
と
軍
事
費
の
増
額
が
同
時
平
行
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の

う
え
で
紙
幣
整
理
と
正
貨
準
備
繰
り
入
れ
の
た
め
の
財
政
余
剰
（
一
八
八
一
年
か
ら
四
年
間
で
西
南
戦
争
に
よ
る
不
換
紙
幣
と
同
額
の
余
剰
が
生
ま

さ
す
が
に
こ
の
重
税
は
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
の
一
‐
売
薬
印
紙
交
換
規
則
」
に
よ
っ
て
、
返
品
さ
れ
て
廃
棄
さ
れ
る
分
に
貼
付
さ

れ
て
い
た
印
紙
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
条
件
つ
き
で
、
新
印
紙
と
交
換
が
可
能
と
な
っ
て
、
か
な
り
緩
和
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
一
○
円
以
下
の
小
額
に
つ
い
て
は
そ
の
必
要
が
な
い
う
え
に
手
数
が
か
か
り
、
ま
た
交
換
に
必
要
な
行
政
．

一
‐
売
薬
営
業
人
所
持
ノ
売
薬
中
性
効
ヲ
失
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
廃
棄
セ
ン
カ
タ
メ
既
貼
ノ
印
紙
不
用
二
属
ス
ル
場
合
二
於
テ
一
人
分
既
貼
印
紙
類
一
ト
ロ
十

円
以
上
〈
其
願
出
テ
ニ
ョ
リ
在
ノ
割
合
ヲ
以
テ
新
印
紙
ド
交
換
ス
ヘ
シ

以
上
〈
其
願
出
テ
ー
ご
『
一
リ
在
ノ
割
合
ヲ
以
テ
新
印
紙
ト
交
換
ス

ー
既
貼
印
紙
十
円
以
上
一
円
二
付
交
換
新
印
紙
八
○
銭

二
同
二
○
円
以
上
一
円
二
付
同
八
五
銭
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売
薬
印
紙
税
規
則
の
施
行
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

子
税
の
新
設
（
い
ず
れ
も
一
八
八
五
年
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
き
に
ふ
た
大
蔵
卿
と
内
務
卿
の
太
政
大
臣
宛
て
「
伺
書
」
に
承
る
よ
う
な
、
売
薬
を
無
効
と
暴
利
と
い
う
視
点
で
し
か
承
な
い
見
解

は
、
売
薬
業
の
現
実
を
ね
じ
ま
げ
、
重
税
を
課
す
た
め
の
口
実
づ
く
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
さ
き
に
ゑ
た
「
売
薬
規
則
改
正
歎
願
書
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
修
正
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

①
印
紙
税
は
定
価
一
銭
ま
で
無
税
、
二
銭
以
上
六
銭
ま
で
は
二
厘
、
六
銭
を
こ
え
る
場
合
は
定
価
四
銭
を
増
す
ご
と
に
二
厘
を
加
え
る
程
度
に
軽
減
す

る
。
政
府
案
の
よ
う
な
重
税
で
は
売
薬
の
改
良
を
妨
げ
、
粗
製
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。

②
印
紙
の
消
印
は
行
商
者
で
も
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
運
搬
中
の
印
紙
の
剥
脱
や
破
傷
、
行
商
者
の
不
注
意
に
よ
る
無
印
紙
や
破
傷
印
紙
の
つ
い
た
薬
品

配
置
の
可
能
性
、
薬
品
の
分
服
・
小
分
け
は
「
旅
中
夜
間
」
の
行
商
者
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
と
な
る
。

③
印
紙
貼
付
は
売
薬
営
業
者
の
調
剤
所
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。
製
薬
の
作
業
は
分
業
組
織
で
行
わ
れ
。
定
の
調

剤
所
無
之
者
」
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
ら
を
一
か
所
に
集
中
す
れ
ば
、
「
諸
職
工
諸
器
械
共
二
一
時
二
誰
求
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ば
か
り
か
「
諸
般
ノ

空
費
」
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

に
、
自
由
民
権
運
動
の
激
化
も
あ
っ
て
増
徴
は
不
可

よ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
○
年
（
明
》

八
二
二
四
万
円
か
ら
九
九
九
三
万
円
へ
と
急
増
し
た

永
犬
』
蕩
一
＊
ん
叩
仕
含
“
る
た
遼
広
．
大
埠
頚
研
の
捕
牽
洞
と
し
ら
二
形
て
一
弐
一
胡
さ
れ
た
‐

そ
の
う
ち
売
薬
税
総
額
は
八
万
六
Ｃ
四
一
円
か
ら
三
六
万
四
九
四
二
円
へ
と
四
・
二
倍
強
と
な
っ
て
い
る
。

売
薬
印
紙
税
規
則
の
施
行
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
前
後
し
て
酒
税
と
煙
草
税
の
増
税
（
一
八
八
二
年
）
や
醤
油
税
の
復
活
お
よ
び
菓

西
南
戦
争
直
前
に
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
げ
ら
れ
た
地
租
は
そ
の
後
の
米
価
暴
落
に
よ
っ
て
耐
え
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
う
え

眉
●
圧
民
締
嬉
避
飼
一
の
謝
卵
化
も
聖
鍾
》
．
て
耀
巨
徴
侭
不
可
郁
唖
な
状
鋒
次
に
圭
鍾
》
．
た
の
て
、
こ
の
姥
声
税
ほ
推
恥
鱈
舜
析
と
鍬
亭
曳
析
の
一
切
正
な
し
し
寺
淑
｝
談
に

ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
か
ら
八
四
年
ま
で
の
間
に
国
民
の
税
負
担
は
国
税
と
地
方
税
を
あ
わ
せ
て

』
q
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ル
モ
ノ
甚
タ
彩
シ
ク
、
（
中
略
）
各
地
出
張
検
査
官
ノ
実
際
ノ
報
告

散
在
ス
ル
モ
ノ
ノ
十
中
八
九
〈
無
印
紙
ニ
シ
テ
、
行
商
者
予
メ
塞

比
を
皆
然
リ
、
偶
を
之
ヲ
差
押
フ
ル
ト
キ
ハ
口
実
ヲ
明
治
十
五
缶

而
シ
テ
検
査
員
〈
心
中
其
虚
偽
タ
ル
ヲ
知
ル
ト
雛
モ
（
中
略
）
之
言

ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
状
況
二
接
セ
リ
」
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。

が
．
こ
の
よ
う
な
反
論
は
大
正
末
期
に
至
る
ま
で
・
各
地
の
同
業
組
合
な
ど
に
よ
っ
て
絶
え
ず
く
り
返
さ
れ
、
そ
の
論
旨
も
整
備
さ
れ
て

く
る
。
そ
れ
は
前
記
の
よ
う
に
政
府
も
認
め
た
売
薬
営
業
税
の
逆
進
性
に
加
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
へ
の
対
応
は
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
か
ら
の
無
印
紙
売
薬
を
所
持
ま
た
は
使
っ
た
消
費
者
も
処
罰
の
対
象
と
す
る
規
制
強
化

で
あ
り
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
印
紙
税
施
行
以
前
の
も
の
と
い
う
証
拠
の
な
い
限
り
は
、
そ
の
売
薬
所
持
者
ま
た
は
預
け
人
か
ら
承
書
を

き
び
し
い
脱

税
取
り
締
り

以
上
は
売
薬
印
紙
税
そ
の
も
の
の
徹
回
を
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
負
担
軽
減
と
手
続
き
簡
素
化
を
求
め
る
「
歎
願
」
で
あ
る

⑤
販
売
総
額
に
対
す
る
定
率
課
税
が
望
ま
し
い
。

①
新
薬
・
新
製
剤
、
医
家
用
薬
品
が
非
課
税
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
売
薬
に
の
ゑ
課
税
す
る
の
は
不
公
平
で
あ
る
。

②
同
じ
売
薬
で
も
回
収
廃
棄
を
前
提
と
す
る
配
置
薬
の
方
が
、
店
舗
売
薬
に
く
ら
べ
て
実
質
的
な
負
担
が
大
き
い
。

③
帳
簿
作
成
や
印
紙
の
貼
付
・
消
印
・
交
換
な
ど
の
諸
手
続
き
が
繁
雑
で
あ
り
、
こ
れ
と
関
連
し
て
徴
税
費
用
も
多
大
で
あ
る
。

④
売
薬
の
末
端
価
格
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
低
所
得
層
の
利
用
を
妨
げ
、
国
民
保
健
上
か
ら
も
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
反
対
陳
情
が
相
つ
ぐ
一
方
で
、
一
種
の
実
力
行
使
と
も
い
え
る
無
印
紙
売
薬
の
横
行
に
政
府
は
手
を
焼

い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
明
治
財
政
史
』
第
六
巻
に
よ
れ
ば
、
「
預
薬
装
薬
ノ
名
ノ
下
二
無
印
紙
売
薬
ノ
各
地
二
散
布
ス

．
（
中
略
）
各
地
出
張
検
査
官
ノ
実
際
ノ
報
告
並
二
各
地
方
収
税
長
ノ
諸
報
告
書
二
徴
ス
ル
モ
、
（
中
略
）
各
地
民
間
二

中
八
九
〈
無
印
紙
ニ
シ
テ
、
行
商
者
予
メ
需
要
者
ト
相
通
謀
シ
需
要
者
亦
廉
価
二
之
ヲ
購
入
ス
ル
ヲ
便
ト
ス
ル
モ
ノ

之
ヲ
差
押
フ
ル
ト
キ
ハ
口
実
ヲ
明
治
十
五
年
印
紙
税
則
施
行
以
前
ノ
配
薬
二
籍
リ
、
以
テ
犯
罪
ノ
痕
跡
ヲ
掩
蔽
ス
。

中
其
虚
偽
タ
ル
ヲ
知
ル
ト
雛
モ
（
中
略
）
之
ヲ
判
明
ス
ヘ
キ
証
差
ナ
キ
ヲ
以
テ
空
シ
ク
手
ヲ
供
ネ
キ
テ
之
ヲ
傍
観
セ
サ
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第4章大和売薬の近代化

ま
た
同
書
の
四
三
の
「
印
紙
貼
付
不
正
に
つ
き
陳
弁
書
」
は
某
売
薬
営
業
者
に
属
す
る
行
商
者
が
配
置
し
た
眼
薬
に
貼
用
し
た
印
紙
に

「
イ
サ
サ
ヵ
墨
痕
ア
ル
ヲ
以
テ
印
紙
再
貼
云
を
ノ
嫌
疑
」
を
受
け
た
こ
と
に
対
す
る
大
阪
府
租
税
課
と
売
薬
検
査
官
宛
て
の
弁
明
書
で
あ

り
、
残
薬
へ
の
印
紙
貼
付
時
に
生
じ
た
手
違
い
で
あ
っ
て
、
既
使
用
印
紙
の
再
用
で
は
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

預
託
の
場
合
に
は
預
け
人
に
返
戻
せ
し
め
、
そ
れ
ら
の
処
置
が
と
ら
れ
な
い
場
合
に
は
棄
却
せ
し
め
る
と
い
う
措
置
も
と
ら
れ
た
。

『
奈
良
県
薬
業
史
』
資
科
編
の
中
嶋
家
文
書
四
七
は
、
一
九
八
七
年
（
明
治
二
○
）
に
播
磨
国
在
住
の
二
人
か
ら
行
商
人
を
通
じ
て
売
薬

営
業
人
に
無
印
紙
売
薬
を
返
戻
し
た
こ
と
に
対
す
る
戸
長
役
場
の
認
証
書
で
あ
る
。

戸
長
役
場
に
差
出
し
、
当
該
売
薬
を
期
限
を
限
っ
て
、
所
持
者
の
場
合
に
は
売
り
戻
し
、
あ
る
い
は
売
り
渡
人
に
印
紙
を
貼
付
せ
し
め
、

売薬営業御免許願

無
印
紙
売
薬
の
取
り
締
り
は
さ
ら
に
売
薬
営
業
者
・
請
け
売
り
者
・
行
商
者
に
対
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
煩
雑
な
事
務
手
続
き
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
。

ま
ず
免
許
を
受
け
る
た
め
、
調
剤
者
で
あ
る
売
薬
営
業
者
は
、
各
府
県
知
事
宛
（
所
管
は

警
察
部
）
に
、
方
名
・
処
方
・
形
状
・
主
治
効
能
・
使
用
法
を
記
載
し
た
「
売
薬
営
業
御
免
許

願
」
（
の
ち
「
売
薬
検
査
御
願
」
と
改
正
）
を
提
出
し
、
免
許
鑑
札
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
け
売
り
人
も
取
り
引
き
先
の
営
業
入
ご
と
に
、
方
名
を
あ
げ
、
営
業
人
の
免
許
鑑
札
の

写
し
と
、
営
業
人
と
の
間
に
交
し
た
「
請
売
約
定
書
」
を
添
付
し
て
知
事
宛
に
「
売
薬
請
売

願
」
を
提
出
し
て
、
「
請
売
鑑
札
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
行
商
者
に
つ
い
て
も
、
営
業
者
あ
る
い
は
請
け
売
り
者
ゑ
ず
か
ら
が
行
商
す
る
と
き

は
そ
の
氏
名
、
売
子
を
し
て
行
商
さ
せ
る
と
き
に
は
そ
の
売
子
の
氏
名
を
も
記
載
し
、
扱
う
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薬
品
名
を
明
記
し
た
一
‐
売
薬
行
商
鑑
札
御
下
渡
願
」
を
知
事
宛
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
一
一
た
．
．

以
上
の
書
式
は
『
奈
良
県
薬
業
史
』
資
料
編
三
五
五
～
三
五
六
頁
に
、
ま
た
「
請
売
約
定
書
」
は
同
じ
く
三
九
○
～
三
九
一
頁
に
、
そ

れ
ぞ
れ
掲
載
し
て
あ
る
が
、
現
存
す
る
文
書
を
示
せ
ば
別
掲
の
写
真
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
免
許
申
請
の
内
容
と
現
実
の
調
剤
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
、
あ
わ
せ
て
売
薬
印
紙
貼
付
を
証
明
す
る
た
め
、
売
薬
営

業
人
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
帳
を
毎
日
お
こ
な
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

①
売
薬
製
剤
帳

原
料
薬
品
の
種
類
・
代
価
・
仕
入
先
を
記
入
す
る
一
‐
売
薬
現
品
買
入
ノ
部
」
、
方
名
ご
と
に
製
剤
量
・
原
料
使
用
量
を
記
載
し
た
一
，
製
剤
方
法
ノ
部
」
、

脅
猿
請
寅
願
・

一
鶏
真
龍
散
窪
総
曜
篭
唾
キ
圭
尭

右
蒲
我
人
懲
識
雫
允
塵
童
町
本
称
平
三
坪

右
之
樹
蕊
三
方
今
般
鋪
賞
仕
皮
依
テ

別
織
稀
素
新
津
御
免
許
．
之
御
指
令
海

幹
釣
定
澗
類
添
此
岐
奉
駁
候
也

売薬請売願

売薬請売約定認
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さ
ら
に
売
薬
営
業
税
と
売
薬
印
紙
税
の
納
付
義
務
を
負
う
の
は
営
業
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
印
紙
税
は
売
薬
を
使
用
す
る
消
費
者
に
価

格
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
請
け
売
り
人
は
無
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
も
方
名
・
数
量
・
代
価
・
売
薬
営
業

人
氏
名
を
記
入
し
た
「
買
入
ノ
部
」
と
「
売
薬
返
戻
ノ
部
」
に
わ
け
ら
れ
た
「
売
薬
買
入
帳
」
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

農
工
商
い
ず
れ
も
ほ
と
前
田
正
名
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
農
商
務
省
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
興
業
意
見
』
（
昨
浄
訟
鋼
粋
）
は
、
当
時
大
和
が
ふ

ん
ど
衰
退
を
極
め
た
り
く
ま
れ
て
い
た
大
阪
府
の
当
時
の
情
勢
に
つ
い
て
の
報
告
を
こ
の
見
出
し
の
言
葉
か
ら
始
め
て
い
る
。

松
方
デ
フ
レ
政
策
の
基
盤
は
結
局
の
と
こ
ろ
農
業
を
ふ
く
む
在
来
的
産
業
部
門
か
ら
の
収
奪
で
あ
っ
た
。

米
価
は
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
の
ピ
ー
ク
か
ら
八
四
年
ま
で
に
一
石
（
一
五
○
余
．
）
一
○
円
○
八
銭
か
ら
四
円
六
三
円
へ
と
惨
落
し
、

重
税
と
借
金
に
よ
り
大
量
の
農
民
が
没
落
し
て
小
作
化
し
、
あ
る
い
は
流
民
化
し
て
都
市
ス
ラ
ム
を
形
成
・
拡
大
し
た
。
商
工
業
も
こ
れ

に
対
応
し
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
阪
府
の
場
合
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
誌
さ
れ
て
い
る
。

「
農
は
負
債
の
た
め
に
、
概
ね
所
有
の
土
地
十
分
の
五
弱
程
は
抵
当
に
入
れ
た
る
も
、
到
底
負
債
を
償
ふ
て
再
び
己
の
所
有
地
と
な
す
べ
き
見
込
な
き

も
の
の
多
き
、
大
凡
其
三
分
の
二
に
あ
り
。
工
は
労
益
相
償
は
ざ
る
が
故
に
、
其
業
に
従
事
し
能
は
ざ
る
も
の
多
く
、
偶
々
然
ら
ざ
る
も
の
あ
る
も
、
真

に
碓
盈
従
事
す
る
ま
で
に
し
て
、
只
空
し
く
不
景
気
の
回
復
す
る
を
待
つ
よ
り
外
な
き
有
様
な
り
。

③
売
薬
印
紙
買
入
遣
払
明
細
帳

購
入
し
た
印
紙
の
種
類
別
数
鼠
と
代
価
・
購
入
先
を
記
し
た

②
売
薬
売
渡
井
二
行
商
人
へ
渡
帳

紙
遣
払
ノ
部
」
か
ら
な
る
。

薬
品
名
・
数
量
・
価
額
・
引
渡
先
を
記
入
す
る
一
‐
薬
品
売
渡
ノ
部
」
と
一
‐
行
商
人
へ
渡
ノ
部
」
お
よ
び
一
‐
行
商
人
ヨ
リ
戻
リ
ノ
部
」
か
ら
な
る
。

方
名
・
数
量
・
貼
付
印
紙
の
種
類
、
枚
数
な
ど
を
記
入
し
た
一
‐
売
薬
製
剤
ノ
部
」
の
三
部
か
ら
な
る
。

「
売
薬
印
紙
買
入
ノ
部
」
と
貼
付
し
た
印
紙
の
種
類
別
数
量
と
価
格
を
記
し
た
一
‐
売
薬
印
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奈
良
の
売
薬
業
界
に
つ
い
て
の
若
干
の
数
字
を
あ
一
げ
れ
ぱ
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

売
薬
印
紙
税
が
年
度
間
を
通
じ
て
徴
収
さ
れ
た
最
初
の
年
で
あ
る
一
八
八
三
年
（
明
治
二
○
の
大
阪
府
大
和
国
の
売
薬
税
収
入
は
九

二
七
円
で
あ
っ
た
が
、
八
六
年
に
は
七
八
九
八
円
と
な
り
、
交
換
制
度
が
通
年
実
施
さ
れ
た
翌
八
七
年
に
は
七
四
一
○
円
に
ま
で
低
下

し
、
八
三
年
の
水
準
を
本
格
的
に
上
回
る
の
は
一
八
八
九
年
（
明
治
一
西
）
か
ら
で
あ
る
（
鱒
濡
嬢
殿
篭
）
。

全
国
統
計
で
も
一
九
八
三
年
（
明
治
一
六
）
の
水
準
は
八
八
年
に
よ
う
や
く
回
復
さ
れ
、
そ
の
う
ち
売
薬
営
業
税
は
同
じ
八
三
年
の
ピ
ー

ク
か
ら
八
七
年
に
は
約
二
○
％
の
減
収
と
な
り
、
そ
の
水
準
回
復
は
九
一
年
（
明
治
二
六
）
と
な
っ
た
。

無
印
紙
売
薬
の
取
り
締
り
が
強
化
さ
れ
れ
ば
、
税
収
は
増
大
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
の

「
嘆
願
書
」
が
お
そ
れ
て
い
た
と
お
り
、
印
紙
税
に
よ
る
消
費
者
負
担
の
増
大
が
「
農
工
商
い
ず
れ
も
衰
退
を
き
わ
め
」
た
い
わ
ゆ
る
松

方
デ
フ
レ
下
の
一
般
購
買
力
の
極
度
の
不
振
に
加
重
さ
れ
、
売
薬
業
界
の
売
り
上
げ
や
代
金
回
収
の
悪
化
が
新
規
参
入
を
阻
害
し
た
ぽ
か

り
か
、
体
廃
業
の
増
大
を
結
果
し
た
こ
と
を
間
接
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

と
く
に
売
薬
営
業
税
の
不
振
は
、
そ
の
課
税
の
性
格
か
ら
し
て
、
免
許
方
剤
数
の
減
少
を
意
味
し
、
多
く
の
一
‐
家
伝
」
的
方
剤
の
消
滅

と
新
規
免
許
取
得
の
減
少
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
－
，
薬
種
」
が
出
て
く
る
が
、
富
山
県
の
部
一

売
薬
は
四
分
の
三
に
減
じ
…
…
」
と
誌
さ
れ
て
い
る

商
は
貨
物
を
仕
入
る
る
も
其
販
路
に
窮
し
、
将
来
の
見
込
立
た
ず
、
只
管
手
を
縮
め
て
損
失
を
逃
れ
ん
こ
と
を
勉
む
る
の
実
況
な
り
。

又
、
府
下
の
物
産
中
、
菜
種
・
薬
種
・
樽
材
・
漆
等
は
二
十
年
前
を
以
て
今
日
に
比
較
す
る
に
十
分
の
五
程
の
減
退
を
見
る
。
製
造
物
中
、
清
酒
・
奈

良
晒
布
・
和
泉
モ
ン
パ
・
堺
庖
丁
・
宇
陀
紙
の
如
き
も
又
同
じ
く
二
十
年
前
と
今
日
と
は
十
分
の
六
程
ま
で
減
少
せ
り
。
」

富
山
県
の
部
で
も
一
‐
物
産
中
…
…
（
・
車
・
略
）
…
…
二
十
年
前
と
今
日
と
を
比
較
す
れ
ば
…
…
（
中
略
）
…
…

、
み
、
‐
ｂ
‐
Ｏ
し
Ｐ
の
、
心
■
戸
。
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そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

業
し
た
も
の
は
二
家
し
か
な
く
、
ほ
か
に
印
紙
税
を
機
と
し
て
壷

は
二
○
家
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
資
料
で
は
吉
野
町
の
陀
羅
尼
助
割

開
業
者
を
も
ふ
く
め
て
四
家
に
ま
で
減
少
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
税
率
は
印
紙
税
の
二
～
三
倍
と
な
る
と
い
う
風
説
が
流
れ
て
、
業
界
の
不
安
は
高
ま
っ
た
が
、
実
際
に
は
一
方
剤
ご
と
に
、
年
間

の
製
造
定
価
総
額
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
額
を
課
税
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
剤
二
円
と
い
う
売
薬
営
業
税
は

の
戦
費
調
達
の
た
め
に
一
‐
非
常
特
別
税
」
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
売
薬
税
制
は
、
業
界
の
根
強
い
反
対
な
い
し
は
修
正
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
松
方
デ
フ
レ
政
策
の

売
薬
税
の
改
正

「
成
功
」
後
の
企
業
熱
勃
興
期
に
も
存
続
し
た
ば
か
り
か
、
一
九
○
四
年
（
明
治
三
七
）
に
は
日
露
戦
争
仁
執
や
野
）

こ
こ
で
の
問
題
は
、
売
薬
営
業
税
が
生
産
価
額
に
関
妻
係
な
く
一
方
に
つ
き
一
律
二
円
で
あ
り
、
大
量
生
産
あ
る
い
は
高
貴
薬
生
産
に
い

こ
れ
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が
『
大
和
売
薬
史
』
窺
準
率
郭
唾
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
大
和
売
薬
人
物
誌
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
当
時
の
主
要
売
薬
営
業
者
六
三
家
中
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
か
ら
の
一
○
年
間
に
開

し
た
も
の
は
二
家
し
か
な
く
、
ほ
か
に
印
紙
税
を
機
と
し
て
廃
業
、
一
八
九
二
年
再
興
が
一
家
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
創
業

一
○
家
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
資
料
で
は
吉
野
町
の
陀
羅
尼
助
製
造
者
三
○
家
が
「
売
薬
取
締
規
則
」
に
続
く
印
紙
税
に
よ
っ
て
、
新
規

三
百
円
未
満

五
百
円
〃

一
千
円
〃

一

■ ■■■■

一
二一

万 千千
円円円

〃 〃〃

二 一
○
円

一
五
円

○
円

三
円

五
円

七
円

二
万
円
未
満

三
万
円
〃

五
万
円
〃

七
万
円
〃

一
○
万
円
〃

一
○
万
円
以
上

○八七五四三
○五○五○○
円円 円円円円
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さ
ら
に
売
薬
営
業
者
が
無
印
紙
売
薬
を
販
売
し
た
と
き
、
ま
た
は
定
価
以
上
に
販
売
し
た
と
き
は
脱
税
額
の
二
Ｃ
倍
．
最
低
五
便
の
罰

金
（
旧
規
則
で
は
前
者
の
場
合
二
円
以
上
二
○
○
円
以
下
、
印
紙
不
足
二
円
以
上
一
○
○
円
以
下
）
、
印
紙
に
消
印
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
三
円
以

上
五
○
円
（
旧
規
則
で
は
二
円
以
上
一
○
円
以
下
）
の
罰
金
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
罰
則
が
強
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
定
価
を
つ
け
て
い
な
い
売

薬
を
販
売
し
た
場
合
や
帳
簿
類
を
隠
匿
し
た
り
記
載
を
怠
っ
た
り
不
正
な
記
入
を
し
た
場
合
な
ど
の
罰
則
が
新
設
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
日
露
戦
争
が
終
り
、
一
九
一
○
年
（
明
治
四
三
）
に
非
常
特
別
税
が
廃
止
さ
れ
る
と
同
時
に
改
正
さ
れ
、
印
紙
税
は
再
び

売
薬
印
紙
税
と
い
う
名
称
に
も
ど
さ
れ
る
と
と
も
に
、
売
薬
営
業
税
も
特
別
税
を
若
干
の
手
な
お
し
を
し
た
う
え
で
継
承
す
る
と
い
う
形

こ
こ
で
売
薬
営
業
税
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
特
別
一

用
を
防
ぐ
た
め
「
売
薬
営
業
者
ハ
売
薬
ノ
容
器
又
〈
包
紙
等
二
貼
一

置
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」
（
「
売
薬
税
法
」
第
三
条
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
特
別
課
税
の
四
か
月
後
に
一
売
薬
印
紙
税
規
則
」
は
暁
止
さ
れ
こ
売
薬
税
法
」
に
よ
－
》
て
一
売
薬
ニ
ハ
定
価
一
習
ノ
売
蕊
薪
ヲ

課
ス
」
（
一
銭
末
満
は
す
べ
て
切
上
げ
）
と
さ
れ
、
「
売
薬
税
〈
印
紙
ヲ
貼
用
シ
テ
納
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
な
承
に

売
薬
用
印
紙
は
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
か
ら
証
券
・
煙
草
・
訴
訟
・
登
記
な
ど
の
印
紙
と
と
も
に
同
一
種
類
の
印
紙
と
な
り
、
売
薬

印
紙
税
収
入
は
統
計
上
売
薬
税
か
ら
外
れ
て
印
紙
税
収
入
の
項
に
合
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
売
薬
営
業
税
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
特
別
課
税
の
た
め
全
体
と
し
て
は
増
税
と
な
り
、
し
か
も
既
使
用
印
紙
の
転

用
を
防
ぐ
た
め
「
売
薬
営
業
者
ハ
売
薬
ノ
容
器
又
〈
包
紙
等
二
貼
用
印
紙
ヲ
破
穀
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
売
薬
ヲ
取
出
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ノ
装

で
復
活
す
る
．

や
雪
Ｉ
そ
ｌ
く
末
矛
て
虎
そ
と
↓
う
刀
茄
に
角
’
て
４
画
阻
符
に
尻
と
で
副
秒
さ
永
屠
ズ
ョ
も
と
》
大
α
に
ｊ
も
と
ｌ
Ｔ
４
羽
葛
ヵ
ｐ
，

す
れ
ば
、
定
価
総
額
三
○
○
円
の
方
剤
に
つ
い
て
は
一
％
、
同
じ
く
一
○
万
円
の
も
の
に
対
し
て
は
わ
ず
か
に
○
・
一
％
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
特
別
税
自
体
が
同
様
に
強
い
逆
進
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
‐
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第4章大和売薬の近代化

定
価
総
額
五
Ｃ
Ｃ
Ｃ
円
以
上
に
つ
い
て
は
特
別
税
に
二
円
う
わ
積
承
さ
れ
て
お
り
、
一
方
あ
た
り
二
円
の
旧
営
業
税
の
復
活
と
も
ぶ
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
日
露
戦
争
前
の
営
業
税
に
く
ら
べ
れ
ば
、
最
低
の
定
価
総
額
三
○
○
円
未
満
の
方
剤
で
一
円
、
一
○
万
円
以

上
の
方
剤
で
は
一
○
○
円
の
増
税
で
あ
り
、
逆
進
性
も
是
正
は
さ
れ
た
も
の
の
依
然
大
き
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

つ
い
で
翌
一
九
二
年
（
明
治
四
四
）
に
は
法
改
正
に
よ
っ
て
、
道
府
県
は
売
薬
営
業
税
に
対
し
て
三
％
以
内
、
市
町
村
は
同
じ
く
五

％
以
内
の
付
加
税
を
地
方
税
と
し
て
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
奈
良
県
や
富
山
県
で
は
売
薬
行
商
税
も

課
せ
ら
れ
た
ｃ

日
露
戦
争
後
の
軍
拡
や
植
民
地
経
営
は
、
戦
時
増
税
の
恒
常
化
に
加
え
て
新
し
い
財
源
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
和
売
薬
同
業
組
合
の
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
行
商
人
中
売
薬
関
係
に
だ
け
課
税
す
る
こ
と
は
重
要
物
産
と
し

て
の
発
展
上
支
障
を
き
た
す
と
し
て
、
数
年
に
わ
た
っ
て
奈
良
県
議
会
に
陳
情
し
て
き
た
と
さ
れ
て
お
り
、
翌
年
次
の
報
告
で
は
、
一
人

そ
の
税
額
は
つ
ぎ
の
と
端
り
で
あ
る
’

三
一
Ｅ
Ｆ
升
淵

五
百
円
〃

一
千
円
〃

二
千
円
〃

三
千
円
〃

五
千
円
〃

一
万
円
〃

二

二七二九七五三
円円円円円円P

二
死
Ｆ
沫
識

三
万
円
〃

五
万
円
〃

七
万
円
〃

一
○
万
円
〃

一
○
万
円
以
上

三
二
腰

四
二
円

五
七
円

七
二
円

八
七
円

一
○
二
円
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営
業
税
は
一
八
九
七
年
（
明
治
三
○
）
、
日
清
戦
争
後
の
植
民
地
な
ど
の
経
営
費
用
と
軍
備
拡
張
の
た
め
に
行
わ
れ
た
増
税
の
一
環
と
し

て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
営
業
収
益
と
は
無
関
係
に
、
た
と
え
ば
製
造
業
の
場
合
に
は
資
本
金
の
千
分
の
一
・
五
、
建
物
賃
貸
価
格

の
千
分
の
四
○
、
従
業
者
一
人
に
つ
き
一
円
、
従
業
者
中
「
職
工
・
労
役
者
」
一
人
に
つ
き
三
○
銭
を
課
す
と
い
う
も
の
で
、
資
本
金
五

○
○
円
未
満
、
ま
た
は
職
工
・
労
役
者
二
人
以
上
を
使
用
し
な
い
も
の
は
免
税
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
先
き
だ
っ
て
、
大
和
売
薬
同
業
麺

廃
止
す
る
と
い
う
要
求
を
決
定
し
て
い
た
。

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
同
業
組
合
幹
部
は
奈
良
県
選
出
代
議
士
の
協
力
の
も
と
に
政
府
筋
に
陳
情
す
る
と
と
も
に
、
東
京
や
富
山
の
同
業

組
合
と
意
見
交
換
を
行
っ
て
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
（
熊
嬬
蝋
蝉
篭
）
。

そ
れ
が
以
上
の
よ
う
な
形
で
挫
折
し
た
の
ち
は
、
営
業
税
と
売
薬
税
を
と
も
に
廃
止
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
広
範
な
他
業
界
と
連
携
し

た
中
産
階
級
運
動
の
一
環
と
し
て
、
大
正
末
期
の
社
会
的
経
済
的
危
機
の
な
か
で
、
多
様
な
運
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

売
薬
営
業
税
の
廃
さ
き
の
売
薬
営
業
税
は
よ
う
や
く
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
に
廃
止
さ
れ
た
。

止
と
「
営
業
税
』
し
か
し
問
題
の
売
薬
印
紙
税
の
方
は
「
売
薬
税
」
と
名
を
変
え
て
存
続
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
し
く
「
営
業
税
」

が
売
薬
営
業
者
ば
か
り
か
店
舗
を
も
つ
請
け
売
り
営
業
者
に
対
し
て
も
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
先
き
だ
っ
て
、
大
和
売
薬
同
業
組
合
は
、
売
薬
営
業
税
は
さ
き
に
承
た
よ
う
に
「
製
造
高
総
額
」
に
賦
課
し
、
売
薬
印
紙
税
は

一
五
銭
（
年
）

鐸
垂
》
率
調
調
理
）
。

ま
た
一
‐
物
品
販
売
業
」
で
は
、
売
り
上
げ
金
額
に
対
し
て
卸
売
業
は
一
万
分
の
五
、
小
売
業
は
一
万
分
の
一
五
に
加
え
て
、
建
物
賃
貸

価
格
の
千
分
の
四
○
、
従
業
者
一
人
に
つ
き
一
円
が
賦
課
さ
れ
、
当
時
の
免
税
点
は
年
間
売
上
額
一
千
円
で
あ
っ
た
。

の
県
当
局
提
案
に
対
し
て
、
県
議
会
は
一
○
銭
に
修
正
し
た
が
、
継
続
し
て
全
廃
を
貫
徹
す
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
螺
率
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こ
の
よ
う
な
状
勢
の
な
か
で
、
各
地
の
同
業
組
合
や
準
則
組
合
な
ど
を
母
体
と
す
る
実
業
団
体
連
合
会
の
営
業
税
撤
廃
運
動
は
さ
ら
に

盛
り
あ
が
り
、
通
行
税
・
織
物
消
費
税
・
綿
糸
輸
入
関
税
の
撤
廃
運
動
と
も
連
動
し
て
そ
の
実
現
を
政
府
に
迫
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
売
薬
税
撤
廃
を
目
指
す
売
薬
業
界
も
、
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
の
全
国
売
薬
連
合
会
第
五
回
連
合
大
会
で
、
そ
の
推
進
と
と
も
に

実
業
団
体
連
合
会
と
協
力
し
て
営
業
税
廃
止
運
動
を
推
進
す
る
結
議
を
お
こ
な
っ
た
。

的
不
安
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

災
の
打
撃
が
こ
れ
に
加
わ
る
。

－
メ
ン
ト
志
向
と
普
通
選
挙
運
動
の
高
揚
が
そ
の
背
景
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
記
の
売
薬
営
業
税
、
売
薬
印
紙
税
撤
廃
運
動
も
こ
れ
と
の
関
連
で
承
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
営
業
税
反
対
運
動
の
方

も
、
財
政
の
余
裕
を
教
育
・
建
設
・
国
債
償
還
に
充
当
し
た
い
と
い
う
理
由
か
ら
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
後
も
経
済
不
安
は
続
き
、
正
貨
の
流
出
は
止
ら
ず
、
外
債
依
存
は
増
大
し
、
財
政
は
危
機
的
状
態
と
な
っ
た
。
関
東
大
震

は
小
規
模
企
業
ほ
ど
高
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
第
一
次
大
戦
前
に
も
、
憲
政
擁
護
・
閥
族
打
倒
・
反
軍
拡
の
運
動
と
相
ま
っ
て
、
は
げ

し
い
徹
廃
運
動
が
起
り
、
免
税
点
の
引
き
上
げ
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
い
わ
く
つ
き
の
「
悪
税
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
反
対
運
動
は
第
一
次
大
戦
後
の
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
に
再
燃
し
た
。
一
九
二
○
年
（
大
正
九
）
の
戦
後
恐
慌
期
の
営
業
税
怠
納

人
員
の
急
増
を
背
景
と
し
て
、
お
り
か
ら
の
ワ
シ
ン
ト
ン
軍
縮
条
約
成
立
な
ど
に
よ
る
軍
事
費
節
減
分
を
減
税
へ
と
い
う
チ
ー
プ
・
ガ
バ

そ
れ
は
労
働
・
農
民
運
動
の
高
ま
り
と
急
進
化
や
経
済
界
の
財
政
負
担
軽
減
要
求
を
呼
び
、
普
選
運
動
と
も
か
ら
ん
で
社
会
的
・
政
治

こ
の
よ
う
な
反
税
運
動
は
、
大
企
業
に
対
す
る
中
小
企
業
者
の
立
場
を
明
確
に
う
ち
出
し
、
－
，
産
業
を
阻
害
す
る
悪
税
」
を
撤
廃
し
て

こ
の
営
業
税
は
生
産
性
や
販
売
効
率
、
あ
る
い
は
価
値
実
現
力
な
ど
の
規
模
別
格
差
の
関
係
で
、
営
業
収
益
に
対
す
る
実
質
的
税
負
担
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が
創
設
さ
れ
、
増
税
総
額
は
当
初
の
想
定
と
は
ち
が
っ
て
、
減
税
総
額
を
わ
ず
か
な
が
ら
う
わ
回
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
売
薬
税
廃
止
は
業
界
多
年
の
悲
願
の
結
実
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
廃
止
の
時
点
で
、
す
で
に
印
紙
を

貼
付
し
て
あ
っ
た
既
製
薬
の
新
製
品
と
の
交
換
に
際
し
て
の
廃
棄
処
分
に
と
も
な
う
印
紙
税
返
還
（
い
わ
ゆ
る
戻
し
税
）
で
あ
っ
た
。

大
和
売
薬
同
業
組
合
は
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
九
月
の
営
業
者
大
会
で
「
売
薬
税
廃
戻
税
期
成
同
盟
会
」
を
組
織
し
て
四
○
人
あ

ま
り
の
委
員
を
選
び
、
前
後
十
数
回
に
わ
た
っ
て
上
京
し
、
つ
い
に
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）

中
小
企
業
者
の
多
年
の
念
願
で
あ
っ
た
営
業
税
と
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
以
来
四
五
年
間
も
続
い
た
売
薬
印
紙
税
（
こ
の
時
点
で
は
売

薬
税
）
は
醤
油
税
・
通
行
税
・
綿
布
に
つ
い
て
の
織
物
消
費
税
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
。

同
時
に
第
三
種
所
得
税
の
課
税
最
低
限
の
引
き
上
げ
、
相
続
税
の
免
税
点
の
引
き
上
げ
、
地
租
の
課
税
標
準
の
賃
貸
価
格
へ
の
変
更
と

一
，
負
担
の
公
平
」
を
訴
え
る
経
済
自
由
主
義
に
も
と
づ
く
中
産
階
級
独

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
当
時
の
労
働
・
農
民
運
動
｛

輸
入
を
排
す
」
と
し
て
一
線
を
画
す
性
格
を
も
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

田
畑
地
租
の
免
税
点
の
設
置
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
た
。

た

営
業
税
・
売
こ
の
よ
う
な
状
勢
に
押
さ
れ
て
、
政
府
は
大
幅
な
行
財
政
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、
歳
入
総
額
に
い
ち
じ
る
し
い
増

薬
税
の
廃
止
減
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
税
体
系
を
正
し
、
「
中
流
以
下
多
数
の
負
担
を
軽
減
し
、
社
会
政
策
の
効
果
を
挙
ぐ
る
が

た
め
」
（
一
九
二
五
年
八
月
閣
議
決
定
）
国
民
負
担
の
公
平
化
を
目
指
し
て
、
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
に
大
幅
な
税
制
改
革
を
お
こ
な
っ

し
か
し
一
方
で
は
酒
税
や
関
税
の
税
率
引
き
上
げ
、
煙
草
定
価
の
改
訂
へ
清
涼
飲
料
税
、
資
本
利
子
税
の
新
設
と
と
も
に
営
業
収
益
税

を
訴
え
る
経
済
自
由
主
義
に
も
と
づ
く
中
産
階
級
独
自
の
運
動
と
し
て
一
，
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
一
環
を
形
成
す
る

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
当
時
の
労
働
・
農
民
運
動
や
普
選
運
動
の
急
進
的
部
分
に
対
し
て
は
「
新
規
矯
激
な
る
思
想
の
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動
を
展
開
し
、
ま
《

た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
廃
税
の
趣
旨
が
消
費
者
の
負
担
軽
減
に
あ
り
、
廃
税
運
動
も
こ
れ
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
定
価
の
一
割
引
き
下
げ
を
組
合

と
し
て
決
定
し
た
が
、
下
部
へ
の
浸
透
は
不
十
分
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

廃
税
の
効
果
は
生
産
・
販
売
額
の
激
増
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
の
大
和
売
薬
同
業
組
合
の
生
産
額
は
、
新
旧

交
換
と
得
意
先
の
拡
張
に
よ
っ
て
、
前
年
に
く
ら
べ
て
倍
増
以
上
と
な
り
、
配
置
従
業
者
も
ま
た
倍
増
近
く
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
直

ち
に
以
て
健
全
な
る
発
達
な
り
と
見
る
能
は
ず
」
と
同
業
組
合
の
報
告
書
は
の
べ
て
お
り
、
一
九
二
七
年
に
は
七
％
の
減
産
で
、
こ
れ
は

「
積
極
的
緊
縮
商
策
」
と
新
旧
交
換
の
減
少
の
結
果
で
あ
り
、
代
金
回
収
も
順
調
で
な
く
「
得
意
場
争
奪
の
弊
漸
く
職
な
ら
ん
と
す
」
と

一
．
積
極
的
緊
縮
商
策
」
と
新
旧

し
て
い
る
露
嘩
鑑
奉
蟻
嘩
鑑
融
遡
。

な
お
廃
税
に
際
し
て
は
、
閏

と
に
一
二
種
類
の
証
紙
一

金
を
と
る
こ
と
と
し
た
。

額
は
一
“
奈
良
県
統
計
書
』
に
よ
れ
ぱ
約
四
四
万
円
で
あ
っ
た
。

か
ら
二
年
間
の
廃
棄
処
分
申
請
は
延
べ
三
二
二
件
、
二
万
○
八
二
六
方
、
処
分
し
た
定
価
総
額
は
一
二
七
一
万
二
六
一
二
円
、
戻
し
税

交
付
額
は
六
三
万
五
六
二
四
円
と
大
和
売
薬
同
業
組
合
は
報
告
し
て
い
る
。
ち
な
承
に
一
九
二
○
年
（
大
正
九
）
の
奈
良
県
の
印
紙
貼
用

売
薬
税
廃
止
に
と
も
な
い
、
大
和
売
薬
同
業
組
合
は
組
合
員
の
製
品
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
か
つ
組
合
経
費
徴
収
の
た
め
、
定
価
ご

に
一
二
種
類
の
証
紙
を
発
行
し
て
製
品
に
貼
付
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
一
万
枚
に
つ
き
七
五
銭
と
証
紙
表
示
定
価
の
一
万
分
の
五
の
賦
課

際
し
て
は
、
関
西
の
店
舗
薬
業
者
が
売
薬
業
者
の
戻
し
税
運
動
に
対
し
て
、
こ
れ
が
廃
税
の
妨
げ
と
な
る
と
し
て
反
対
運

ま
た
医
師
会
は
、
上
下
水
道
建
設
や
低
所
得
者
向
け
の
医
療
機
関
整
備
の
た
め
の
財
源
と
し
て
、
売
薬
税
の
存
続
に
動
い
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営
業
収
益
税
と
営
業
税
に
代
る
営
業
収
益
税
は
、
文
字
通
り
営
業
収
益
に
対
し
て
法
人
三
・
六
％
、
個
人
二
・
二
％
を
賦
課
す
る
も

売
薬
配
置
税
の
で
あ
っ
て
、
免
税
点
は
個
人
に
限
り
純
益
四
○
○
円
で
あ
っ
た
。

営
業
税
に
く
ら
べ
れ
ば
、
合
理
的
な
税
制
と
い
え
よ
う
が
、
奈
良
市
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
全
国
売
薬
連
合
会
大
会
で
は
、
免
税
点
の

引
き
上
げ
（
四
○
○
円
か
ら
八
○
○
円
へ
）
と
税
率
を
法
人
三
・
○
％
、
個
人
の
う
ち
収
益
一
二
○
○
円
以
上
の
も
の
は
二
・
○
％
、
未
満
の
も

の
は
一
・
五
％
と
す
る
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
、
政
府
や
議
会
に
陳
情
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
論
議
の
要
点
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

①
政
府
は
同
業
組
合
そ
の
他
の
業
界
用
体
に
対
し
て
、
営
業
収
益
税
に
つ
い
て
の
事
項
を
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
法
律
の
条
文
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
営
業
収
益
の
査
定
は
従
来
ど
お
り
の
外
形
標
準
に
よ
っ
て
税
務
官
吏
が
一
方
的
か
つ
過
大
に
行
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
は
営
業
者
自

最
後
の
点
を
除
い
て
は
、
売
薬
業
界
の
問
題
以
上
に
中
小
企
業
全
般
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
り
、
多
く
の
他
業
種
の
同
業
組
合
な
ど
か

ら
「
申
告
の
し
放
し
、
決
定
の
し
放
し
」
と
か
、
．
部
の
富
裕
者
な
ど
か
ら
な
る
調
査
委
員
会
」
な
ど
と
い
う
批
判
の
声
が
あ
が
っ
た

と
こ
ろ
で
こ
の
営
業
収
益
税
の
免
税
点
以
下
の
営
業
者
に
対
し
て
は
、
府
県
税
と
し
て
の
営
業
税
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た

が
、
こ
れ
ら
両
税
の
売
薬
行
商
者
に
対
す
る
課
税
を
め
ぐ
っ
て
業
界
か
ら
疑
義
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
売
薬
を
「
専
ラ
」
請
け
売
り
行
商

の
で
あ
る
。

⑥
医
家
の
投
薬
は
無
税
で
あ
る
の
に
、
売
薬
だ
け
に
収
益
税
を
賦
課
す
る
の
は
不
公
平
で
あ
る
。

⑤
税
率
も
高
す
ぎ
る
。

②
営
業
収
益
率
は
少
数
の
営
業
収
益
税
調
査
委
員
の
意
見
に
よ
っ
て
業
者
の
実
状
に
必
ず
し
も
適
合
し
な
い
標
準
を
一
方
的
に
押
し
つ
け
て
く
る
。

③
免
税
点
の
収
益
四
○
○
円
は
給
与
生
活
者
へ
の
所
得
税
の
一
二
○
○
円
に
く
ら
べ
て
低
す
ぎ
る
。

④
以
上
の
結
果
と
し
て
収
益
税
は
営
業
税
の
場
合
と
同
じ
く
、
実
質
的
に
は
大
き
な
逆
進
性
を
も
っ
て
い
る
。

か
わ
ら
ず
、
営
業
収
益
の
査
定
は

体
の
帳
簿
の
不
完
全
と
い
う
現
実
も
無
視
で
き
な
い
。
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賦
課
ス
ル
一
．
一
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
に
照
し
て
、
県
税
営
坐

を
染
な
い
売
薬
配
置
税
新
設
問
題
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
の
大
和
売
薬
同
業
組
合
の
奈
良
県
知
事
宛
陳
情
書
は
一
‐
二

重
不
当
並
二
県
下
主
要
産
業
発
達
ヲ
阻
害
ス
ル
モ
ノ
」
と
し
て
撤
廃
を
訴
え
て
い
る
。
「
二
重
不
当
」
と
は
売
薬
営
業
者
と
売
薬
請
け
売

り
営
業
者
に
対
す
る
賦
課
は
営
業
収
益
税
の
う
え
に
二
重
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
行
商
者
へ
の
課
税
は
「
木
綿
・
蚊
帳
・
筆
墨
ノ

行
商
」
と
何
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
不
当
な
差
別
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
営
業
収
益
税
法
で
の
「
営
業
場
ヲ
有
セ
サ
ル
者
」
と
し
て
、
課
税
し
な
い
と
解
釈
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
行
商

専
業
と
は
い
っ
て
も
、
自
宅
に
営
業
帳
簿
を
置
い
て
い
る
も
の
は
「
営
業
場
」
を
も
つ
も
の
と
象
な
し
て
、
課
税
の
対
象
と
す
る
の
か
と

れ
て
い
る
。

い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
和
売
薬
同
業
組
合
の
資
料
歳
錘
諜
耀
鐸
協
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
国
税
当
局
は
前
者
、
奈
良
県
内
務
部
は
後
者
の
見
解
を
と
っ
た
と
さ

税
収

み
た

こ
の
問
題
は
「
地
方
税
二
関
ス
ル
施
行
規
則
」
（
一
九
三
ハ
年
）
に
よ
る
「
専
ラ
行
商
又
〈
露
店
営
業
ヲ
ナ
ス
者
二
対
シ
テ
ハ
営
業
税
ヲ

課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
に
照
し
て
、
県
税
営
業
税
の
非
課
税
が
決
定
し
た
が
、
こ
の
過
程
で
ほ
か
の
売
薬
産
地
に
は
類
例

か
ら
売
薬
印
紙
交
換
規
則
が
実
施
さ
れ
た
一
九
八
六
年
（
明
治
一
九
）
は
松
方
デ
フ
レ
政
策
が
一
応
そ
の
目
的
を
達
成
し
、

成
長
そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
日
本
経
済
が
新
し
い
展
開
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
農
業

３
売
薬
生
産
の
発
展
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